
 

新城市搬出間伐推進事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 こ の 要 綱 は 、 林 業 経 営 体 等 に よ る 搬 出 間 伐 に 対 し 支 援 を 行 う こ と

で 、搬 出 間 伐 を 推 進 し 、林 内 環 境 の 向 上 と 林 業 経 営 の 安 定 を 図 る こ と を

目 的 と し 、 新 城 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 新 城 市 規 則 第 ４ ３ 号 ）

に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 等 ）  

第 ２ 条  愛 知 県 に よ る 森 林 造 成 等 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ く 造 林 事 業

補 助 金 の う ち 、 森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業 に よ り 搬 出 間 伐 を 行 っ た 場

合 、 １ haあ た り の 木 材 搬 出 量 に 応 じ て 補 助 を 行 う も の と す る 。 た だ し 、

公 益 財 団 法 人 豊 川 水 源 基 金 等 が 実 施 す る 本 事 業 同 様 の 上 乗 せ 補 助 を 受 け

る 場 合 は 補 助 対 象 外 と す る 。  

（補助金の対象事業、対象者、補助単価及び交付要件） 

第３条 補 助 金 の 対 象 事 業 、 対 象 者 及 び 補 助 単 価 等 は 別 表 の と お り と し 、

各 年 度 ４ 月 １ 日 か ら ２ 月 末 日 ま で に 交 付 の 申 請 が あ っ た も の を 対 象 と

す る 。  

 （交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という）は、新城市搬出間

伐推進事業補助金交付申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添付し、愛知県へ補助

金申請を行った日から１０日以内に市長へ提出しなければならない。 

⑴  森林造成等事業補助金交付申請書（愛知県による森林造成等事業補助金交付要

綱において定めるもの。以下⑸まで同様。） 

⑵  申請内訳書 

⑶  施業箇所位置図 

⑷  施業図及び実測図 

⑸  搬出材積集計表 

⑹  搬出材積集計表の根拠となる資料（材積証明書、写真等） 

⑺  森林経営計画の認定を受けたことを証する書類の写し。ただし、新城市長より

森林経営計画の認定を受けている場合は添付を省略することができる。 



 

⑻  その他市長が必要と認めた書類 

２ 前項⑴から⑸に掲げる書類は、愛知県への補助金申請において提出したものの写

しを用いるものとし、提出した原本と同一であることを申請者において証明するも

のとする。また、前項⑹に掲げる書類は、愛知県への補助金申請において根拠資料

とするものの写しを添付するものとする。 

 （交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必

要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交

付を決定し、新城市搬出間伐推進事業補助金交付決定通知書（様式第２）により申

請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、前

項の規定による決定に条件を付するものとする。 

 （変更等の申請） 

第６条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付の決定を

受けた後において、申請の内容を変更しようとするとき（交付の目的を損なわない

事業計画の細部を変更する場合を除く。）は、あらかじめ、新城市搬出間伐推進事業

補助金変更承認申請書（様式第３）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、補助金の

交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付

した条件を変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したとき

は新城市搬出間伐推進事業補助金交付取消決定通知書（様式第７）により、同項の

規定により補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更したときは、新

城市搬出間伐推進事業補助金交付変更決定通知書（様式第４）により補助事業者に

通知するものとする。 

 （実績報告） 

第７条 申請者は、補助事業を完了したときは、完了日から起算して、２０日以内又

は当該年度の３月末日のいずれか早い日までに、新城市搬出間伐推進事業補助金実

績報告書（様式第５）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

なお、ここでいう完了日とは、愛知県による森林造成等事業補助金交付要綱に基づ



 

く造林事業補助金の交付確定があった日とする。 

⑴  愛知県による森林造成等事業補助金交付要綱に基づく造林事業補助金の交付

確定通知の写し 

⑵  その他市長が必要と認めた書類 

 （補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査した上で必

要に応じて現地調査を行い、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を

確定し、新城市搬出間伐推進事業補助金交付確定通知書（様式第８）により補助事

業者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第９条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付の額が確定した後に行うも

のとする。 

２ 補助事業者が補助金の交付を請求するときは、交付確定後１５日以内に新城市搬

出間伐推進事業補助金交付請求書（様式第６）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 

⑴  補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

⑵  補助事業者が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

⑶  補助事業者が法令又は条例若しくは規則に違反して補助事業を行ったとき。 

⑷  補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付

を受けたとき。 

⑸  補助事業者が事業を中止したとき。または、期日までに実績報告を行わなかった

とき。 

⑹  愛知県による森林造成等事業補助金交付要綱に基づく造林事業補助金の交付確

定を受けられなかったとき。または、同補助金の交付決定が取り消されたとき。 

⑺  その他市長が不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、新城市搬出間伐推

進事業補助金交付取消決定通知書（様式第７）により補助事業者に通知するものと



 

する。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和１３年３月３１日限りでその効力を失う。 

 

 



 

別表（第３条関係）  

補 助 対 象 事 業 等  

補 助 対 象 事 業  補 助 対 象 者  補 助 率  額 の 算 出 方 法  

 

新 城 市 内 に お い

て 作 成 さ れ た 森

林 経 営 計 画 に 基

づ き 、 愛 知 県 に

よ る 森 林 造 成 等

事 業 補 助 金 交 付

要 綱 に 基 づ く 造

林 事 業 補 助 金 の

う ち 、 森 林 環 境

保 全 直 接 支 援 事

業 に よ り 搬 出 間

伐 を 行 う も の 。  

（ 当 該 年 度 に 愛

知 県 へ 補 助 金 申

請 を 行 っ た 事 業

を 対 象 と す る ）  

左 記 事 業 を 行

う 、林 業 経 営 体 、

森 林 所 有 者 等

（ 愛 知 県 へ 補 助

金 申 請 を 行 っ た

者 に 限 る ）  

定 額 （ 下 記 単 価

表 に よ る ）  

 

な お 、単 価 は 1ha

あ た り の 搬 出 材

積 よ り 決 定 す

る 。  

搬 出 間 伐 面 積 に

単 価 を 乗 じ た 額  

 

補 助 単 価  

 

1haあ た り の  

搬 出 材 積  

75㎥ 以 上  

80㎥ 未 満  

80㎥ 以 上  

85㎥ 未 満  

85㎥ 以 上  

90㎥ 未 満  
90㎥ 以 上  

単 価  30,000円 /ha 60,000円 /ha 90,000円 /ha 120,000円 /ha 



 

様式第１（第４条関係） 

 

新城市搬出間伐推進事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

 新城市長  

申請者 

住所 

氏名 

連絡先 

 

新城市搬出間伐推進事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、補助金の交付を

受けたいので、次のとおり申請します。 

 

１ 補助事業の対象となる事業及びその内容 

 

２ 搬出間伐面積 

 

３ 補助金交付申請額  

 

４ 補助金交付申請額の算出方法 

 

５ 補助事業の経費の配分及びその使用方法 

 

６ 愛知県による森林造成等事業補助金における補助対象経費 

 

７ 添付書類 

   

  



 

様式第２（第５条関係） 

 

指令  第  号 

年  月  日 

 

         様 

 

新城市長            

 

新城市搬出間伐推進事業補助金交付決定通知書 

 

 

 年 月 日付けの新城市搬出間伐推進事業補助金の交付の申請について、新城

市搬出間伐推進事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり交付するこ

とに決定しましたので通知します。 

 

１ 補助事業の対象となる事業及びその内容 

 

２ 補助金の交付決定額 

 

３ 愛知県による森林造成等事業補助金における補助対象経費 

 

４ 交付の条件 

 



 

様式第３（第６条関係） 

 

新城市搬出間伐推進事業補助金変更承認申請書 

 

年  月  日 

 

 新城市長  

申請者 

住所 

団体名 

代表者名 

連絡先 

 

 

 年 月 日付け指令 第 号で交付決定通知のありました 年度新城市搬出

間伐推進事業補助金について次のとおり計画を変更したいので、新城市搬出間伐推

進事業補助金交付要綱第６条の規定により承認されたく申請します。 

 

１ 補助事業の対象となる事業及びその内容 

 

２ 計画変更の内容 

 

３ 変更の理由 

 

４ 添付書類 

 

 

 

  



 

様式第４（第６条関係） 

 

指令  第  号 

年  月  日 

 

         様 

 

新城市長            

 

新城市搬出間伐推進事業補助金交付変更決定通知書 

 

 

 年 月 日付けの 年度新城市搬出間伐推進事業補助金計画変更承認申請に

つきましては、その内容を承認し、次のとおり交付の決定を変更することにしまし

たので通知します。 

 

１ 補助事業の対象となる事業及びその内容 

 

２ 交付決定の変更の内容 

 

３ 交付決定の変更の理由 

 

４ 補助金の交付決定額 

   変更前 

   変更後 

 

５ 交付の条件 

 

  



 

様式第５（第７条関係） 

 

新城市搬出間伐推進事業補助金実績報告書 

 

年  月  日 

 

新城市長 

報告者 

住所 

団体名 

代表者名 

連絡先 

 

 年 月 日付け指令 第 号で通知のありました新城市搬出間伐推進事業補

助金の交付の決定につきまして、次のとおり補助事業の実績を報告します。 

 

１ 補助事業の対象となる事業及びその内容 

 

２ 事業完了日 

 

３ 補助金交付決定額 

 

４ 添付書類 

   

 



 

様式第６（第９条関係） 

 

新城市搬出間伐推進事業補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

 新城市長  

請求者 

住所 

団体名 

代表者名            

連絡先 

 

 

 年 月 日付け指令 第 号で確定の通知がありました新城市搬出間伐推進

事業補助金につきまして、次のとおり交付を請求します。 

 

１ 補助事業の対象となる事業及びその内容 

 

２ 補助金の交付請求額 

  金        円 

３ 交付の方法（振込先等） 

 

＊振   込   先  

金融機関名  
(支店名も記入 ) 

 

（フリガナ）  

口座名義人  

 

 

預金種別  普通・当座  口座番号   

 



 

様式第７（第６条、第１０条関係） 

 

指令  第  号 

年  月  日 

 

         様 

 

新城市長            

 

新城市搬出間伐推進事業補助金交付取消決定通知書 

 

 

 年 月 日付け指令 第 号で通知した新城市搬出間伐推進事業補助金の交

付決定につきましては、次のとおり取り消しましたので通知します。 

 

１ 補助事業の対象となる事業及びその内容 

 

２ 取消決定の内容 

 

３ 取消決定の理由 

 

 

 

 

 



 

様式第８（第８条関係） 

 

指令  第  号 

年  月  日 

 

         様 

 

新城市長            

 

新城市搬出間伐推進事業補助金交付確定通知書 

 

 

 年 月 日付けで報告のありました補助事業につきまして、次のとおり新城市

搬出間伐推進事業補助金の額を確定しましたので通知します。 

 

１ 補助事業の対象となる事業及びその内容 

 

２ 補助金の交付決定額 

 

３ 補助金の交付確定額 

 

４ 備考 


